
条

例 

埼
玉
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
七
月
七
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
三
十
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 
 

第
二
十
一
条
第
五
項
中
「
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合
」
を
「
、
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売

却
組
合
及
び
敷
地
分
割
組
合
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
五
イ
の
項
」
を
「
第
二
十
三

条
第
一
項
第
四
号
の
二
イ
の
項
」
に
、
「
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
」
を
「
及
び
第
四
項
」
に

改
め
る
。 

 

第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
寡
夫
」
を
「
ひ
と
り
親
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
三
条
中
「
寡
婦
（
寡
夫
）
控
除
額
」
を
「
寡
婦
控
除
額
、
ひ
と
り
親
控
除
額
」
に
改

め
る
。 

第
三
十
条
の
三
第
二
項
中
「
、
同
項
第
二
号
の
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
六
月
の
期
間

若
し
く
は
同
項
第
三
号
の
連
結
法
人
税
額
の
課
税
標
準
の
算
定
期
間
又
は
同
項
第
四
号
」
を
「
若

し
く
は
同
項
第
二
号
の
期
間
又
は
同
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
削
る
。 

第
三
十
条
の
四
中
「
第
四
項
、
第
十
九
項
、
第
二
十
二
項
又
は
第
二
十
三
項
」
を
「
第
三
十

一
項
、
第
三
十
四
項
又
は
第
三
十
五
項
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
一
条
第
二
項
中
「
そ
の
事
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
六
月
の
期
間
の
末
日
」
を
「
同
項

に
規
定
す
る
六
月
経
過
日
の
前
日
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
中
「
又
は
個
別
帰
属
益
金
額
及
び
個
別
帰
属
損
金
額
」
を
削
る
。 

第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
当
該
連
結
親
法
人
」
を
「
当
該
法
人
又
は
当
該
法

人
と
の
間
に
通
算
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
通
算
法
人
」
に
、
「
各
連
結
事
業
年
度
」
を
「
各
事

業
年
度
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
当
該
連
結
親
法
人
の
当
該
各
連
結
事
業
年
度
の
決
算
」
を
「
当

該
各
事
業
年
度
の
決
算
」
に
、
「
当
該
連
結
法
人
」
を
「
当
該
法
人
又
は
当
該
法
人
と
の
間
に

通
算
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
通
算
法
人
」
に
、
「
当
該
連
結
親
法
人
の
当
該
各
連
結
事
業
年
度

の
連
結
所
得
の
金
額
」
を
「
法
人
税
法
第
二
編
第
一
章
第
一
節
第
十
一
款
第
一
目
の
規
定
そ
の

他
通
算
法
人
に
適
用
さ
れ
る
規
定
に
よ
る
法
人
税
の
所
得
の
金
額
又
は
欠
損
金
額
及
び
法
人
税

の
額
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 



 
 

た
だ
し
、
一
本
当
た
り
の
重
量
が
〇
・
七
グ
ラ
ム
未
満
の
葉
巻
た
ば
こ
の
本
数
の
算
定
に

つ
い
て
は
、
当
該
葉
巻
た
ば
こ
の
一
本
を
も
つ
て
紙
巻
た
ば
こ
の
〇
・
七
本
に
換
算
す
る
も

の
と
す
る
。 

 

附
則
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
中
「
令
和
二
年
九
月
三
十
日
」
を
「
令
和
三
年
三
月
三
十
一

日
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
取
得
に
対
す
る

不
動
産
取
得
税
の
減
額
等
の
特
例
） 

第
二
十
七
条 

第
三
十
二
条
の
八
第
四
項
に
規
定
す
る
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
を
取
得
し
、

当
該
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
の
第
三
十
二
条
の
十
一
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
震
改

修
に
係
る
契
約
を
施
行
令
で
定
め
る
日
ま
で
に
締
結
し
て
い
る
個
人
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
及
び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
の
影
響
に
よ
り
当
該
耐
震
改
修
を
し
て

当
該
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
を
そ
の
取
得
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
そ
の
者
の
居
住
の
用

に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
き
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が

さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
耐
震
改
修
を
し
て
当
該
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅
を
令
和

四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
と
き
（
当
該
耐
震
基
準
不
適
合

既
存
住
宅
を
当
該
耐
震
改
修
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
場
合
に

限
る
。
）
は
、
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
耐
震
基
準
不
適
合
既
存

住
宅
を
取
得
し
た
日
か
ら
六
月
以
内
に
、
当
該
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
」
と
、
「
行
い
」
と

あ
る
の
は
「
行
い
、
当
該
住
宅
の
当
該
耐
震
改
修
の
日
か
ら
六
月
以
内
に
」
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
十
二
条
の
九
第
一
項
及
び
第
三
十
二
条

の
十
一
の
二
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

          第
二
条 

埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
十
二
条
の
十

一
の
二
第
二
項 

 

第
三
十
二
条
の
九

第
一
項 

六
月
以
内

０ か
ら
六
月

以
内 

一
年
六
月

以
内
、
同

項
第
二
号

０ 

同
項
の
耐
震
改
修
の
日
後
六
月
以
内
の
日
ま
で 

か
ら
当
該
土
地
の
上
に
あ
る
耐
震
基
準
不
適
合
既
存

住
宅
の
耐
震
改
修
の
日
後
六
月
以
内
の
日
ま
で 

当
該
土
地
の
上
に
あ
る
耐
震
基
準
不
適
合
既
存
住
宅

の
耐
震
改
修
（
第
三
十
二
条
の
十
一
の
二
第
一
項
に

規
定
す
る
耐
震
改
修
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
日
後
六
月
以
内
の
日
ま
で
、
前
条
第

四
項
第
二
号 

 



第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
〇
・
七
グ
ラ
ム
」
を
「
一
グ
ラ
ム
」
に
、
「
〇
・

七
本
」
を
「
一
本
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
二
十
七
条
を
附
則
第
二
十
九
条
と
し
、
附
則
第
二
十
六
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え

る
。 

 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
寄
附
金
税
額
控
除
の
特
例
） 

第
二
十
七
条 
法
附
則
第
六
十
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
も
の
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和

二
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
指
定
行
事
の
同
条
第
一
項
に
規
定
す

る
中
止
等
に
よ
り
生
じ
た
同
項
に
規
定
す
る
入
場
料
金
等
払
戻
請
求
権
の
全
部
又
は
一
部
の

放
棄
と
す
る
。 

 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
特
例
） 

第
二
十
八
条 

法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
附
則
第
六
条
の
二
第

二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
令
和
十
五
年
度
」
と
あ
る
の
は
、
「
令
和
十

六
年
度
」
と
す
る
。 

 

（
埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
元
年
埼
玉
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
の
う
ち
、
埼
玉
県
税
条
例
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
を
削
る
。 

附
則
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

二 

削
除 

附
則
第
一
項
第
三
号
中
「
附
則
第
十
項
」
を
「
附
則
第
九
項
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
附

則
第
五
項
」
を
「
附
則
第
四
項
」
に
改
め
、
附
則
第
三
項
を
削
り
、
附
則
第
四
項
中
「
附
則
第

六
項
及
び
第
七
項
」
を
「
附
則
第
五
項
及
び
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
三
項
と
し
、

附
則
第
五
項
を
附
則
第
四
項
と
し
、
附
則
第
六
項
か
ら
附
則
第
十
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上

げ
る
。 

（
法
人
の
県
民
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

法
人
の
県
民
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
一
項
中
「
又
は
個
別
帰
属
法
人
税
額
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
次
の
各
号
に

掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
」
を
「
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
若
し
く
は
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま

で
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
、
又
は
第
三
号
若
し
く
は
第
五
号
に
掲
げ
る
額
を
加
算
し
た
」
に
改

め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
五
十
三
条
第
五
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
三
項
」
に
、
「
控
除
対
象

個
別
帰
属
調
整
額
」
を
「
控
除
対
象
通
算
適
用
前
欠
損
調
整
額
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第

五
十
三
条
第
十
五
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
二
十
六
項
」
に
、
「
控
除
対
象
個
別
帰
属
還
付
税



額
」
を
「
控
除
対
象
還
付
対
象
欠
損
調
整
額
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第

五
号
中
「
第
五
十
三
条
第
十
二
項
第
三
号
」
を
「
第
五
十
三
条
第
二
十
三
項
第
三
号
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
第
五
十
三
条
第
十
二
項
第
二
号
」
を
「
第
五
十

三
条
第
二
十
三
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
第
五
十

三
条
第
十
二
項
第
一
号
」
を
「
第
五
十
三
条
第
二
十
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第

七
号
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
第
五
十
三
条
第
九
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
十
三
項
」
に
、
「
控

除
対
象
個
別
帰
属
税
額
」
を
「
控
除
対
象
通
算
対
象
所
得
調
整
額
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第

四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

五 

法
第
五
十
三
条
第
十
七
項
に
定
め
る
加
算
対
象
被
配
賦
欠
損
調
整
額 

六 

法
第
五
十
三
条
第
十
九
項
に
定
め
る
控
除
対
象
配
賦
欠
損
調
整
額 

第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

二 

法
第
五
十
三
条
第
八
項
に
定
め
る
控
除
対
象
合
併
等
前
欠
損
調
整
額 

三 

法
第
五
十
三
条
第
十
一
項
に
定
め
る
加
算
対
象
通
算
対
象
欠
損
調
整
額 

第
三
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
第
二
号
中
「
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
つ
て
納

付
す
る
法
人
」
を
削
り
、
「
こ
れ
ら
の
法
人
の
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
連
結
事
業
年
度
開
始

の
日
か
ら
六
月
」
を
「
当
該
法
人
の
同
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第

三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
又
は
個
別
帰
属
法
人
税
額
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と

し
、
同
条
中
第
六
項
を
第
五
項
と
し
、
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
第
四
条
の

七
」
を
「
第
四
条
の
三
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
す
る
。 

 
 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。 

 

一 

第
一
条
中
埼
玉
県
税
条
例
附
則
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
の
改
正
規
定
及
び
同
条
例
附
則

に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
三
条
の
規
定 

公
布
の
日 

 

二 

第
一
条
中
埼
玉
県
税
条
例
第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
に
た
だ
し
書
を
加
え
る
改
正
規
定
及

び
附
則
第
八
項
の
規
定 

令
和
二
年
十
月
一
日 

 

三 

第
一
条
中
埼
玉
県
税
条
例
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
十
三
条
の
改
正
規

定
並
び
に
第
二
条
（
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
並
び
に
次
項
の
規
定 

令
和
三

年
一
月
一
日 

 

四 

第
二
条
中
埼
玉
県
税
条
例
第
三
十
三
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第

九
項
の
規
定 

令
和
三
年
十
月
一
日 

 

五 

第
一
条
（
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
及
び
第

四
条
並
び
に
附
則
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定 

令
和
四
年
四
月
一
日 



 

六 

第
一
条
中
埼
玉
県
税
条
例
第
二
十
一
条
第
五
項
の
改
正
規
定 

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適

正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
施
行
の
日 

 

（
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
税
条
例
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
（
第

二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
十
三
条
の
規
定
は
、
令
和
三
年
度
以
後
の
年
度
分
の

個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
二
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
法
人
の
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

３ 

附
則
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
税
条
例
（
附
則
第
五
項
及
び

第
七
項
に
お
い
て
「
四
年
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
法
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
及

び
改
正
後
の
法
人
の
県
民
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行

の
日
（
以
下
「
五
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
（
所
得
税
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
八
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
七
項
に
お
い
て
「
所

得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
（
所
得
税
法
等
改
正
法
附
則
第
一
条
第
五
号

ロ
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十

四
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
四
年
旧
法
人
税
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
十
二

号
の
七
に
規
定
す
る
連
結
子
法
人
（
以
下
「
連
結
子
法
人
」
と
い
う
。
）
の
連
結
親
法
人
事
業

年
度
（
四
年
旧
法
人
税
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
結
親
法
人
事
業
年
度
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
が
五
号
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
を
除
く
。
）
分
の
法
人
の
県
民
税
に

つ
い
て
適
用
す
る
。 

４ 

五
号
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
（
連
結
子
法
人
の
連
結
親
法
人
事
業
年
度
が
五
号
施

行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
を
含
む
。
）
分
の
法
人
の
県
民
税
及
び
五
号
施
行
日
前
に
開
始

し
た
連
結
事
業
年
度
（
四
年
旧
法
人
税
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
連
結
事
業
年
度

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
連
結
子
法
人
の
連
結
親
法
人

事
業
年
度
が
五
号
施
行
日
前
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年
度
を
含
む
。
）
分
の
法
人
の
県
民
税
に

つ
い
て
は
、
附
則
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
税
条
例
（
附
則
第

六
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
四
年
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
法
人
の
県
民
税
に
関
す

る
部
分
及
び
改
正
前
の
法
人
の
県
民
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
。 

 

（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

５ 

四
年
新
条
例
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
五
号
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る

事
業
年
度
（
連
結
子
法
人
の
連
結
親
法
人
事
業
年
度
が
五
号
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度

を
除
く
。
）
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 



６ 

五
号
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
（
連
結
子
法
人
の
連
結
親
法
人
事
業
年
度
が
五
号
施

行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
を
含
む
。
）
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
四
年
旧
条

例
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

７ 

所
得
税
法
等
改
正
法
附
則
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
所
得
税
法
等
改
正
法
第
三
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
人
税
法
第
六
十
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
が
あ
っ
た

も
の
と
み
な
さ
れ
た
内
国
法
人
が
五
号
施
行
日
の
属
す
る
連
結
事
業
年
度
（
連
結
子
法
人
の
連

結
親
法
人
事
業
年
度
が
五
号
施
行
日
前
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年
度
を
含
む
。
）
に
お
い
て
四

年
旧
条
例
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
た
場
合
に
は
、
当
該

内
国
法
人
は
、
当
該
連
結
事
業
年
度
終
了
の
日
の
翌
日
に
お
い
て
四
年
新
条
例
第
三
十
一
条
の

六
第
一
項
第
三
号
の
提
出
期
限
の
延
長
が
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

（
県
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

８ 

附
則
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た

葉
巻
た
ば
こ
に
係
る
県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

９ 

附
則
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た

葉
巻
た
ば
こ
に
係
る
県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 


